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＜参考＞ 

１．国際勧告との関連 
 本標準は、１９９６年７月の全体会合により承認された、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．２５９（ Ｉ．２５９．１）

に準拠している。 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 
2.1 オプション選択項目 

 な し 

 

2.2 ナショナルマター項目 

 な  し 

 

2.3 上記国際勧告より削除した項目 

 な し 

 

2.4 その他 

  (1)  ＩＴＵ－Ｔとの章立て構成比較表 

 

 ＩＴＵ－Ｔ勧告 本標準 

 Ｉ．２５９．１ 〔Ⅰ〕 

 

 

３．改版の履歴 
 

 版 数 発  行  日 改 版 内 容 

 第１版 １９９７年１１月 ２６日  制 定 

 

４．工業所有権   
 本標準に関わる「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページでご覧に

なれます。 
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概　要

　本標準は、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ２１０の手法を用いＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０に規定される第１ステー

ジのサービス記述法を提供する。

　付加サービスは、文章による説明（ステップ 1.1）と動的記述法（ステップ 1.3）により記述される。Ｉ

ＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１４０で規定されるような属性値による記述法の本標準への適用は今後の検討課題とす

る。

　本標準で記述するアドレススクリーニング付加サービスを以下に示す。

　ＪＴ－Ｉ２５９　 〔Ⅰ〕アドレススクリーニング（ＡＤＳ）
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〔Ⅰ〕アドレススクリーニング（ＡＤＳ）

１．定　義

アドレススクリーニング（ＡＤＳ）は、データ転送サービスと関連して提供される付加サービスである。

それは、ある着信先ユーザへのデータユニット送信、及びある発信元ユーザからのデータユニット受信

に制限を提供する。

２．解　説

2.1　概　要

ＡＤＳ付加サービスは、あるユーザからのデータユニット受信できなくすること、及びあるユーザだけ

へのデータユニット送信をできるようにすることを保証する。

ＡＤＳは、ポイント・ポイントのデータ転送（個別アドレス群ＩＡs）及びマルチキャスト通信（グルー

プアドレス群ＧＡs）の両方に適用される。

その宛先は、ＩＳＤＮ番号である。ＩＳＤＮ番号は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［２］に記載されてい

る番号計画及び体系に基づいた番号である。

ＡＤＳには、以下の異なる種類がある。

ａ）個別アドレスデータユニットの着信先アドレス（ＤＡ）スクリーニング

ｂ）グループアドレスデータユニットのＤＡスクリーニング

ｃ）データユニットの発信元アドレス（ＳＡ）スクリーニング

2.1.1　個別アドレスデータユニットのＤＡスクリーニング

１つの個別アドレスと識別されたユーザは、与えられたＩＡに記載されている着信先へデータユニット

を送信できたりできなかったりする。

2.1.2　グループアドレスデータユニットのＤＡスクリーニング

１つの個別アドレスと識別されたユーザは、与えられたＧＡに記載されている着信先へデータユニット

を送信できたりできなかったりする。

2.1.3　データユニットのＳＡスクリーニング

　１つの個別アドレスまたはグループアドレスと識別されたユーザは、与えられたＩＡに記載されている

ＳＡからデータユニットを受信できたりできなかったりする。

2.2　特殊用語

　この勧告では、以下の定義を適用する。

2.2.1　着信先アドレス

　TＢ参照点における個別アドレスによって識別された特定のＵＮＩであり、それは、２ユーザ間のポイン

ト・ポイントデータ転送の受信者である。または、ＴＢ参照点における地理上の異なったＵＮＩのＧＡによ

って識別されたセットであり、マルチキャスト通信の受信者である。

2.2.2　グループアドレス

　（ＪＴ勧告Ｆ．８１２［１］）のマルチキャスト通信の着信先として用いられるＩＡの集まりである。

グループアドレスはＤＡとしてのみ用いられる。グループアドレスはＩＳＤＮ番号である。
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2.2.3　グループスクリーン

　スクリーニングのために使われる排他的なＧＡの集まりである。

2.2.4　個別アドレス

　ＩＡユーザ間のポイント・ポイントデータ転送のＴＢ参照点における特定の発信元または着信先ＵＮＩと

して識別される。個別アドレスはＩＳＤＮ番号である。

2.2.5　個別スクリーン

　スクリーニングのために使われる排他的なＩＡの集まりである。

2.2.6　発信元アドレス

　２ユーザ間のポイント・ポイントデータ転送を始めるＴＢ参照点での特定のインタフェースとして識別さ

れる。発信元アドレスはＩＡである。

2.3　略語一覧

　この勧告では、以下の略語が使用される。

　ＡＤＳ アドレススクリーニング

　Ｂ－ＩＳＤＮ 広帯域－サービス総合ディジタル網

　ＣＬＡＩ コネクションレスアクセスインタフェース

　ＤＡ 着信先アドレス

　ＩＡ 個別アドレス

　ＩＳＤＮ サービス総合ディジタル網

　ＧＡ グループアドレス

　ＳＡ 発信元アドレス

　ＵＮＩ ユーザ・網インタフェース

2.4　テレコミュニケーションサービスに適用する場合の条件

　このＡＤＳ付加サービスは、ＢＣＤＢＳ（ＪＴ－Ｆ．８１２［１］参照）でサポートしているポイント・

ポイント及びマルチキャスト通信の両方に適用する。ＡＤＳはＣＬＡＩ（ＪＴ－Ｉ．３６４［３］参照）

で提供される。

３．手　順

3.1　サービス提供／取消

ＡＤＳ付加サービス（着信先及び発信元）は、加入申し込みにより提供される。この加入は、ユーザを

識別するためのＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４番号を各々別々に適用する。各々の加入によって、個別または

そしてグループスクリーンが定義される。

加入契約オプションは以下のように規定できる。

ａ）ポジティブに行う（受信したデータユニットのアドレスとスクリーンのアドレス群の１つが一致

　するものの、受入れ／配送を必要とする）

ｂ）ネガティブに行う（一致しないものの、受入れ／配送を必要とする）。



ＪＴ－Ｉ２５９ － 4 －

3.2 通常手順

3.2.1　サービスの活性／非活性／登録

　加入により活性化される。要求は、今後の検討課題である。

3.2.2　消去

　適用されない。

3.2.3　シーケンスの起動と動作

ユーザがＵＮＩへデータユニットを送信した時、または、ネットワークからデータユニットを受信した

時、シーケンスが起動される。

ネットワークは、データユニットがネットワークに届いた（発信元から）時、そしてデータユニットが

ネットワークを抜けていく（着信先へ）時、データユニットの転送を許可するかどうかを決定するための

内部チェックを実施する。

3.2.3.1　発信側の活性

3.2.3.1.1　個別アドレスデータユニットのＤＡスクリーニング

ネットワークは、個別スクリーンに対比して発信元ユーザから送信された各々のデータユニットのＤＡ

のチェック能力をもっている。加入者ＳＡと関連した個別スクリーンには、以下に示すもの１つから構成

される。

　－　許可個別ＤＡリスト

　－　拒否個別ＤＡリスト

個別スクリーンが、許可ＤＡリストで、データユニットのＤＡが許可ＤＡリストのＤＡと一致しなかっ

た場合、そのデータユニットは破棄される。

個別スクリーンが、許可ＤＡリストで、データユニットのＤＡが許可ＤＡリストのＤＡと一致した場合、

そのデータユニットはネットワークによってさらに先へと処理される。

個別スクリーンが、拒否ＤＡリストで、データユニットのＤＡが拒否ＤＡリストのＤＡと一致した場合、

そのデータユニットは破棄される。

個別スクリーンが、拒否ＤＡリストで、データユニットのＤＡが拒否ＤＡリストのＤＡと一致しなかっ

た場合、そのデータユニットはネットワークによってさらに先へと処理される。

3.2.3.1.2　グループアドレスデータユニットのＤＡスクリーング

　上記と同様な手順で、ＧＡに対しても機能を保持する。着信先ＧＡ指定のユーザデータの場合、ネット

ワークは、許可／拒否ＤＡリストのグループスクリーンに対比して、ＧＡをチェックすることによりＤＡ

スクリーニングを行う。

3.2.3.2　着信側の活性

3.2.3.2.1　個別及びグループアドレスデータユニットのＳＡスクリーニング

ネットワークは、ユーザデータユニットのＤＡと関連した個別スクリーンと対比して配送されるユーザ

データユニットのＳＡのチェック能力をもっている。この個別スクリーンは、以下に示すものの１つから

構成される。

　－　許可個別ＳＡリスト、または、

　－　拒否個別ＳＡリスト

個別スクリーンが、許可ＳＡリストで、データユニットのＳＡが許可ＳＡリストのＳＡと一致しなかっ
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た場合、そのデータユニットは破棄される。

個別スクリーンが、許可ＳＡリストで、データユニットのＳＡが許可ＳＡリストのＳＡと一致した場合、

そのデータユニットはネットワークによってさらに先へと処理される。

個別スクリーンが、拒否ＳＡリストで、データユニットのＳＡが拒否ＳＡリストのＳＡと一致した場合、

そのデータユニットは破棄される。

個別スクリーンが、拒否ＳＡリストで、データユニットのＳＡが拒否ＳＡリストのＳＡと一致しなかっ

た場合、そのデータユニットはネットワークによってさらに先へと処理される。

グループアドレスデータユニットの場合、ネットワークは、ＧＡによって表されたＩＡと関連したひと

つまたはそれ以上のＵＮＩに、ある特定なＳＡからのデータユニットを分配することを許可しないような、

ＳＡスクリーニングを実施する。そのような場合、データユニットのコピーは、スクリーニングが実施さ

れたこれらのＵＮＩには分配されない。グループアドレスデータユニットのコピーは、スクリーニングを

適用していないまたは、スクリーニングにより分配の許可を決定したＧＡによって表された各々のＵＮＩ

に分配される。

3.2.3.2.2　多重アドレスとスクリーン

加入者が、ある個別スクリーンとあるグループスクリーンを指定した場合、個別スクリーンは、個別及

びグループアドレスデータユニットのＳＡスクリーニングと、個別アドレスデータユニットのＤＡスクリ

ーニングのために使用され、グループスクリーンは、グループアドレスデータユニットのＤＡスクリーニ

ングのために使用される。複数のＩＳＤＮ番号が加入者のＵＮＩに割り当てられた場合、加入者は、複数

の個別スクリーン及び複数のグループスクリーンを指定できる。そうであるならば、

　ａ）ＵＮＩに割り当てられた各々のＩＡは、１つの個別スクリーンと関連付けられなければならない。

それは、ＳＡとしてそのアドレスをもっているＵＮＩから送られた個別アドレスデータユニットの

着信先ＡＤＳのために使用される。また、ＤＡとしてそのアドレスを持っているＵＮＩへの配送を

意図されたデータユニットのＳＡスクリーニングにも使用される。

　ｂ）ＵＮＩに割り当てられた各々のＩＡは、（グループアドレスが適用できれば）１つのグループスク

リーンと関連付けられなければならない。それは、ＳＡとしてそのアドレスを持っているＵＮＩか

ら送られたグループアドレスデータユニットの着信先ＡＤＳの為に使用される。

　ｃ）ＵＮＩを識別する各々のＧＡは、１つの個別スクリーンと関連付けられなければならない。それは、

ＤＡとしてそのアドレスを持っているＵＮＩへの配送を意図されたグループアドレスデータユニッ

トのＳＡスクリーニングの為に使用される。

3.3　例外手順

　今後の検討課題とする。

４．課金のための網機能

　課金原則は、この標準の範囲外である。

５．相互接続での要求条件

　今後の検討課題とする。

６．他の付加サービスとの相互作用

　今後の検討課題とする。
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７．動的記述

データユニットが UNI を通し網において受信される時、あるいは、網が UNI に向けてデータユニットを

送る準備をしている時の動的記述を図７－１／ＪＴ－Ｉ２５９〔Ⅰ〕に示す。
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図７－１／ＪＴ－Ｉ２５９　〔Ⅰ〕アドレススクリーニング ＳＤＬ図

　　　　　　　　　　　(ITU-T I.259.1)

UNI+DA 個別→個別ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

GA+UNI→個別ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

UNI を通るﾕｰｻﾞ

からのﾃﾞｰﾀﾕﾆｯﾄ受信

ﾕｰｻﾞ(SA)から送られたﾃﾞｰﾀ

ﾕﾆｯﾄは UNI を通し着信ﾕｰｻﾞ

に配達される

    SA,DA

UNI と SA に関連

したｽｸﾘｰﾝの取得

(ｱﾄﾞﾚｽ形態,ｱﾄﾞﾚｽ

種別)

UNI と DA(IA または

GA)に関連した個々

のｽｸﾘｰﾝ取得

DAに一致

 するか?

SA に一致

 するか?

許可のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

種別か?

拒否のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

種別か?

ﾃﾞｰﾀﾕﾆｯﾄ処理 ﾃﾞｰﾀﾕﾆｯﾄ廃棄 ﾃﾞｰﾀﾕﾆｯﾄ処理 ﾃﾞｰﾀﾕﾆｯﾄ廃棄

許可種別で

一致する

拒否種別で

一致する

許可種別で

一致しない

SA はﾕｰｻﾞの UNI に

分配される

ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ．個別ｽｸﾘｰ

ﾆﾝｸﾞ以外で DAが GA の時

ﾃﾞｰﾀﾕﾆｯﾄまたはｸﾞﾙｰﾌﾟ

向けﾃﾞｰﾀﾕﾆｯﾄのｺﾋﾟｰ

ﾕｰｻﾞﾃﾞｰﾀﾕﾆｯﾄより発見

された SAと DA ｱﾄﾞﾚｽ

拒否種別で

一致しない

N

Y

N

N

Y

Y

N

Y
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付属資料

（この付属資料は本標準に必要不可欠な要素である）

参考資料

［１］ＪＴ－Ｆ８１２－広帯域コネクションレスデータベアラサービス

［２］ＩＴＵ－Ｔ Ｅ．１６４－ＩＳＤＮ番号計画

［３］ＪＴ－Ｉ３６４－広帯域ＩＳＤＮによる広帯域コネクションレスデータベアラサービ

　　　スのサポート
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付録　ＡＤＳ説明図

（この付録は、本標準に必要不可欠ということではない）

　本付録では図によりＡＤＳを例示する。付図１－１／ＪＴ－Ｉ２５９〔Ⅰ〕ＤＡスクリーニング。

付図１－２／ＪＴ－Ｉ２５９〔Ⅰ〕ＳＡスクリーニング。

アドレス Xに関連した個々のスクリーンは以下のことに使用することができる：

・発信元アドレスとしてのアドレスＸ付き加入者によって送られたポイント・ポイントデータユニットの

着信先スクリーニング。

・Ｘに送られたポイント・ポイントデータユニットの発信元スクリーニング；

・マルチキャスト通信に使用した GA によって表示された個々のアドレスのひとつである X はマルチキャ

スト通信の発信元スクリーニング；

・記された矢印は UNI 及びスクリーンのアドレスの関連を表す。点線の矢印はデータユニットの流れを表

す。実線の矢印は ADS のための論理動作を表す。

付図１－１／ＪＴ－Ｉ２５９　〔Ⅰ〕ＤＡスクリーニング

　　　　　　　　　　　　(ITU-T I.259.1)

網
ユーザユーザ

UNI UNI
ＳＡ，ＤＡ

ﾃﾞｰﾀﾕﾆｯﾄ

DA ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

IAi,  IAm

IAi,  GAk

Gscr q

Iscr p IA

GA

A/D

A/D

IAi

OK/廃棄

OK/廃棄

IAi

Iscr a

Gscr r
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付図１－２／ＪＴ－Ｉ２５９　〔Ⅰ〕ＳＡスクリーニング

　　　　　　　　　　　　(ITU-T I.259.1)

　　Iscr p：  個別スクリーン ｐ

　　Gscr q：  グループスクリーン ｑ

　　GAk：     グループアドレス ｋ

　　IAm：     個別アドレス ｍ

　　A/D：     許可／拒否

　　DA：      着信先アドレス

　　SA：      発信元アドレス

ユーザ

UNI UNI

網

ＳＡ，ＤＡ

ﾃﾞｰﾀﾕﾆｯﾄ

SA ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ユーザ

IAi,  IAm

IAi,  GAk

IAf

Iscr h

Iscr g SA

A/D

IAm

OK/廃棄

Iscr I SA

A/D
OK/廃棄GAk

Iscr b

GAi
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用語一覧（ＪＴ－２５９[Ⅰ]）

［Ａ］

a　set　identified 識別されたセット

address　screenning アドレススクリーニング

addressed　data　unit アドレスデータユニット

ADS アドレススクリーニング

［Ｂ］

B-ISDN 広帯域－サービス総合ディジタル網

［Ｃ］

CLAI コネクションレスアクセスインタフェース

［Ｄ］

DA　 着信先アドレス

data　transfer　 データ転送

destination　user　 着信先ユーザ

distination　address　 着信先アドレス

［Ｇ］

GA　 グループアドレス

group　address　 グループアドレス

group　addresses　 グループアドレス群

group　screen　 グループスクリーン

［Ｉ］

IA　 個別アドレス

individual　address　 個別アドレス

individual　addresses　 個別アドレス群

individual　screen　 個別スクリーン

ISDN　 サービス総合ディジタル網

［Ｍ］

multicast　communication　 マルチキャスト通信

［Ｐ］

point-to-point　 ポイント・ポイント

［Ｒ］

receiving　data　units　 データユニット受信
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［Ｓ］

SA　 発信元アドレス

sending　data　units　 データユニット送信

source　address　 発信元アドレス

source　user　 発信元ユーザ

［Ｔ］

TB　reference　point　 ＴＢ参照点

telecommunication　services　 テレコミュニケーションサービス

［Ｕ］

UNI　 ユーザ・網インターフェース
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